
最終目標値
（R12末）

中間目標値
（R10末）

当初現況値
（R6末）

87%86%86%
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■未普及対策

○整備方針
・未普及地域解消のため、汚⽔管渠、ポンプ及び処理場施設の整備を推進する。
・将来の⼟地利⽤や⼈⼝、財政収⽀の状況を勘定した総合的な⾒地から全体計画

区域を⾒直し、持続的な汚⽔処理システムの構築を推進する。

○指標及び目標値

１．下⽔道処理⼈⼝普及率の向上
都道府県構想の中期目標（R14）である87.3%の達成に向け、下⽔道整備を

推進する。

※国⼟交通省HPより計画区域の⾒直しイメージ

表1-1 下⽔道処理⼈⼝普及率

表1-2 ⻑野県⽣活排⽔処理構想（2022改定版）より
⻑期中期短期現状

整備事業 R34
(2052)

R14
(2032)

R9
(2027)

R3
(2021)

1,467.61,669.61,703.21,738.6整備⼈⼝ (千⼈)
下⽔道

89.187.386.284.9整 備 ⼈ ⼝ 割 合
(%)
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■広域化・共同化

○整備方針
・下⽔道等の接続可能な事業運営に向け策定した都道府県構想（広域化・共同

化計画）に基づき、汚⽔処理施設の統廃合を推進する。
統廃合のスキームは下記のとおり。
①農業集落排⽔等の公共下⽔道への統合
②公共下⽔道の流域下⽔道への統合
③公共下⽔道同士の統合
④し尿等の下⽔道受⼊れ

・ウォーターPPPをはじめとしたPPP／PFI手法の導⼊を推進する。

○指標及び目標値

２．都道府県構想に位置付けた統廃合計画
を推進する。

都道府県構想の中期目標（R14）達成
に向け、下⽔道へ統合することで施設
を廃止する。

計画期間内に廃止する施設数︓20施設

※「広域化・共同化計画実施マニュアル」より統廃合のイメージ

最終目標値
（R12末）

中間目標値
（R10末）

当初現況値
（R8当初）

100%55%０%

表２ 統廃合完了率

集合処理施設数の推移と計画 ※⻑野県⽣活排⽔処理構想（2022改定版）より



３．下⽔道事業の広域化・効率化や下⽔道資源の有効利⽤に向けた
PPP／PFI手法（ウォーターPPP含む）の導⼊を推進する。

最終目標値
（R12末）

中間目標値
（R10末）

当初現況値
（R8当初）

50%41%16%

表３ 検討着手・導⼊済率
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※内閣府HPより


